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宮崎農政事務所交渉（全農林労働組合九州地方本部宮崎ひむか分会）

議 事 要 旨

１．開催日時 ： 平成２２年２月１６日（火）１８：００～１８：２０（２０分）

２．場 所 ： 宮崎農政事務所 １階 会議室

３．出 席 者 ：

宮崎農政事務所 山下勝也 所長

同 計良秀美 次長

同 奥村春雄 総務課長

同 外村健二 総務課課長補佐

同 長友浩德 総務課職員係長

宮崎ひむか分会 藤崎哲也 委員長

同 竹内広樹 副委員長

同 岡田裕二 書記長

同 竹下信一 財政部長

同 時任俊弘 執行委員

同 奈須裕二 執行委員

同 熊ノ迫哲郎 執行委員

４．議 題 ： 現場段階で実効ある超過勤務縮減対策を図ること

５．議事概要

○奥村総務課長：それでは、只今から、０９全農林ひむか要求第２号に基づく交渉を始めます。

まず、交渉に先立ち国公法第１０８条の規定に基づく予備交渉を２月９日に行ったところで

あります。

宮崎ひむか分会から提出された要求事項が「新たな労使関係の構築に関する基本方

針」Ⅱの１の（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とする事項は、要求書のⅢの１とし

ます。その他の事項のついては、宮崎農政事務所の権限外事項や、また、管理運営事項

に該当するということで、整理したことを前提に交渉を行います。

○藤崎委員長：はじめに、交渉申し入れから、予備交渉とご苦労をおかけし、この交渉に至った

ことを感謝申し上げます。

要求事項については、私たちが安心して働き続けられる職場を目指して、職場の労働条

件の点検を行い取りまとめたものであります。予備交渉の中で、超過勤務の事項のみが

交渉の対象事項となり、その他は管理運営事項他として交渉の対象となりませんでした
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が、末端で働く私たちにとっては、直接労働条件に係わる事もありますので、非常に残念

であります。そうは言っても、昨年７月に当局と全農林が合意した新たな労使関係の構築

に関する「基本方針」に基づき交渉を行うことであります。なにしろ初めてのことでありよろ

しくお願いします。

本日の交渉の進め方ですが、要求第２号の超勤項目について補強するという形で、書

記長より補足説明を行い、その上で、回答をいただきたい。

なお、分会では中央での要求書を別添で付していますので、よろしくお願いします。

○山下所長：今回は、「現場段階で実効ある超過勤務縮減を対策を図る」について、説明を致し

ます。

当方としても、超過勤務縮減対策については、 従来から重要な課題であると認識して

います。 本年度も一月半となりましたが、本年度の当所として超過勤務の縮減に取り組ん

できたことをお話しさせていただきます。

私たち管理職としても、毎週の部長会議をはじめ、月一回の部課長会、その他全部課

長・センター長を集めた会議において、その中で本省なり本局からの指示事項を含めて、

この超勤縮減については、特に本年度は、事前命令の徹底を周知したところです。それか

ら、毎週水曜日は定時退庁日ということで、庁舎内の放送や見回り等を行い、呼びかけを

行っているところです。

７月は、超過勤務縮減強化月間ということで、本所掲示板、ビラ等により職員へ周知を

図ったところです。

１０月１日から７日は、国家公務員全体の「超過勤務縮減キャンペーン」ということで、期

間中は当日の朝放送を流し、また、ポスターや文書回覧でキャンペーンの徹底を図ったと

ころです。

また、総務課長等は庁舎内の巡回を行い、国家公務員全体の縮減の取組、各所の検

証を行い、今後の対応については、話し合いを持ち現状の認識と課題解決を行いました。

１０・１１月と２ヶ月続いて超過勤務縮減月間として取り組んできました。

特に、当所は昨年来の事故米穀の案件で、米麦の監視業務、具体的にはＭＡ米の再調

製工場等への立会で、これが相当のウエイトを占めているところです。

これらの業務を担当している食糧部の計画課、地域第一課の職員について、本年度で

見てみると、４．５．６月の３ヶ月の超過勤務の実績がかなりあったところです。

これについて、監視業務の立会報告書の簡素化、中身のやり方について簡素化ができ

ないかについても本局にも要望してきたところです。

それから、当事務所として、担当部署だけに立会をさせるのではなく、事務所全体で取り

組むこととし、他部署の職員にも立会にあたらせることとした。この様なことで夏以降若干

減少できたのではないかと思われる。事務所全体の第３・四半期の実績を見ても超過勤務

は減少している。

今後の問題としては、第４・四半期においては、戸別所得補償制度の業務があり、各地

域での説明会、集落座談会なども時間外の取扱いが多くなるが、これについても、宮崎・

都城・延岡の各地域を３班体制で米モデル対策の推進チームを発足させ、業務が特定の

職員に偏らないように、チーム全体で取り組んで行くように、いろいろと工夫していくことと
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している。

引き続き、不要不急の超過勤務をしないよう点検するとともに、今後とも効率的な業務

運営を行って参ります。

また、職員の健康面についても、目配り、気配りを行って参ります。

○岡田書記長：所長が言われたとおり、立会業務で超過勤務が多く、健康面、メンタル面で体

調を崩した者はいないか心配しているところです。

それに伴い、立会業務が土曜日もあり、代休となり、代休を取りたいが、取ってしまうと、

超過勤務で対応しないといけなくなることもある。

実質、私たち組合側からすれば、人員が足りないのではないかと思う。

超過勤務時間が目に見えて減っていくことが分かるようにお願いしたい。

今後、戸別所得補償についてもやっていくが、やってみないと分からない。その他の消

安部・総務のところについては、部課長会等で話されていると言うことですが、対応的に見

えているのかなというところがある。管理者はきちっと命令してコミュニケーションが取れれ

ば、少しでも超過勤務が減っていくのではないかと考える。

今後も、組合としてもできることは、組合員に対して超過勤務が減少するように働きかけ

ていきたいと考えている。

部課長会議以外で、各管理者のところでこんな工夫をして超過勤務が少なくなったとい

う事例があれば教えて欲しい。私たちも、参考にして超過勤務縮減に協力していきたい。

○山下所長：昨年度と比較して、統計・情報センターの超過勤務が減少した。これは、スタッフ

制がうまく機能したことで超勤時間が減ったと考えられます。

地域課も、本年度からスタッフ化となったので、業務の事務量に応じて職員を配置する

ことで平準化し、超過勤務時間が減るものと思われます。

○岡田書記長：定時退庁の関係ですが、部課長は、部下の仕事の流れを把握し、不要な業務

であれば、声をかけてもらいたい。しっかりとコミュニケーションを取って欲しい。

○山下所長：毎週水曜日を定時退庁としているが、超過勤務は絶対にするなということではな

い。業務に応じた柔軟な対応を行うこととしている。

○藤崎委員長：超勤の対応については理解できる。ただ、今の職場の実態をもう少し把握して

欲しい。現場の管理職に指示してどういうふうに動いているか、どれくらい超勤があるのか

しっかり把握して欲しい。

民主党政権の誕生により、戸別所得補償対策や、米トレ－サビリティの対応で、現場で

は政策の国民への周知など、夜間の地域座談会への出席などの対応を昼夜問わず国民

に対する行政サービスを行っているところです。

また、事故米による不適正な流通に始まった検査マニュアルに基づく立会業務対応、牛

トレ－サビリティでは一向に減らないエラー解消の対応、会計検査、行政監察などへの対
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応など、限界というところまで働いているところです。

特定の職場に超過勤務が集中していることは事実であり、このままではいつ倒れてもお

かしくはない状況があるのではないでしょうか?

超過勤務予算が足らないから、予算を確保すればそれでよいという問題ではありませ

ん。

超過勤務は業務が、勤務時間内に終わらないため組合員の申し出において、管理職の

方が超過勤務を命令するわけであります。ここのところを各管理職が認識してもらいたいと

思います。

土日に無断で職場に出てきて執務を行っている実態はご存知でしょうか?

逆に言えば見えないところで、頑張っている組合員もいるという事です。これでは、当局の

管理責任能力がないと思わざるを得ません。

朝、登庁して、一日中一言も言葉を交わさない管理職がいることも事実であります。「ホ

ウレンソウ」という言葉をよくこの農水省改革で使われていますが、それ以前の問題と思い

ます。

昨年１２月２５日に閣議決定された、予算、組織・定員改正案では、公共事業費が大幅

に削減され、地方農政事務所を今年１０月に廃止し、６５の地域センターと３８の駐在所に

広域化再編することになりました。

職員は国民への行政サービスを低下させぬよう常に神経を使いつつ、ブロック間異動に

対する労働条件の急激な変化や新たな人事評価の導入に戸惑いつつも一生懸命働いて

いるわけであります。

食料自給率の向上や、安全性の確保、農林水産業の諸政策を実施するためには、中

央、地方が一体となった業務運営が重要となっています。そこで働く組合員が十分に能力

を発揮できるよう、当局としての責任をきちんと果たすようにお願いします。

所長は各管理職を指導する立場として、現場の管理職に対して、何でもいえる職場の雰

囲気作り、風通しのよい職場になるように目配り気配りを行うように指導を行っていただき

たい。

山下所長：私どもも進むべき方向は同じであり、一体的にやっていかないといけないと 思って

いる。私としてもしっかり対応していきたい。

○藤崎委員長：本日は、超過勤務だけの問題だけでしたので、以上で交渉を終わります。


